
令和３年９月１０日 

保護者様 

滋賀大学教育学部附属幼稚園長 

 

今後の感染症対策について 

 

平素は、本園教育にご理解ご協力をいただきありがとうございます。８月２７日に緊急事態宣言が発出され、夏

休み明けより保護者の皆様のご協力のもと、感染症対策を徹底しながら保育を進めてまいりました。この度、緊急

事態宣言の延長が決定いたしました。それに伴い、行事等について下記の通りとしますのでご確認ください。 

 

記 

保育時間について 

緊急事態宣言が延長されましたので、引き続き午前保育のみとします。 

 ただし、ご家庭の事情により保育が必要な場合はご相談ください。 

登園時間・降園時の通路について 

８月２６日より変更しています。 

登園時間 ： ９：００～９：３０ 

降園時の通路 ： 降園５分前までぞう門にてお待ちください。ぞう門より入り、登園時と逆ルートです。 

欠席について 

本人または同居のご家族に風邪症状がある場合は、症状がなくなるまで出席停止となります。 

風邪症状が続く場合は、かかりつけ医等に連絡しその指示に従ってください。 

 

臨時休業について 

  園内で感染者が出た場合は、文科省の「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認さ

れた場合の対応ガイドライン」に基づき、保健所や園医と相談し必要な期間臨時休園します。幼稚園の特性上、

学級を超えての接触が予想されるため感染者が一人の場合も臨時休園となる可能性があります。 

 

今後の行事について 

滋賀県教育委員会の「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準における地域感染レベルにより判断し

ます。 

   ・９月の誕生会は、８月の誕生会と同様に保護者の参観を見合わせ園児のみで実施します。 

   ・運動会については、日程を一週間延期の方向で調整中です。詳細は別途お知らせします。 


